
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
八
十
七
号

航
空
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関

す
る
法
律

（
航
空
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
罪
）

第
一
条
　
飛
行
場
の
設
備
若
し
く
は
航
空
保
安
施
設
を
損

壊
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
航
空
の
危
険
を
生
じ
さ

せ
た
者
は
、
三
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

（
航
行
中
の
航
空
機
を
墜
落
さ
せ
る
等
の
罪
）

第
二
条
　
航
行
中
の
航
空
機
（
そ
の
す
べ
て
の
乗
降
口
が

乗
機
の
後
に
閉
ざ
さ
れ
た
時
か
ら
こ
れ
ら
の
乗
降
口
の

う
ち
い
ず
れ
か
が
降
機
の
た
め
開
か
れ
る
時
ま
で
の
間

の
航
空
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
墜
落
さ
せ
、
転

覆
さ
せ
、
若
し
く
は
覆
没
さ
せ
、
又
は
破
壊
し
た
者

は
、
無
期
又
は
三
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

２
　
前
条
の
罪
を
犯
し
、
よ
つ
て
航
行
中
の
航
空
機
を
墜

落
さ
せ
、
転
覆
さ
せ
、
若
し
く
は
覆
没
さ
せ
、
又
は
破

壊
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
罪
を
犯
し
、
よ
つ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
者

は
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
七
年
以
上
の
懲
役
に
処

す
る
。

（
業
務
中
の
航
空
機
の
破
壊
等
の
罪
）

第
三
条
　
業
務
中
の
航
空
機
（
民
間
航
空
の
安
全
に
対
す

る
不
法
な
行
為
の
防
止
に
関
す
る
条
約
第
二
条
（
ｂ
）

に
規
定
す
る
業
務
中
の
航
空
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
航
行
の
機
能
を
失
わ
せ
、
又
は
業
務
中
の
航
空
機

（
航
行
中
の
航
空
機
を
除
く
。
）
を
破
壊
し
た
者
は
、
一

年
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２
　
前
項
の
罪
を
犯
し
、
よ
つ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
者

は
、
無
期
又
は
三
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

（
業
務
中
の
航
空
機
内
に
爆
発
物
等
を
持
ち
込
む
罪
）

第
四
条
　
不
法
に
業
務
中
の
航
空
機
内
に
、
爆
発
物
を
持

ち
込
ん
だ
者
は
三
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
し
、
銃

砲
、
刀
剣
類
又
は
火
炎
び
ん
そ
の
他
航
空
の
危
険
を
生

じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
を
持
ち
込
ん
だ
者
は
二

年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

（
未
遂
罪
）

第
五
条
　
第
一
条
、
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
及

び
前
条
の
未
遂
罪
は
、
こ
れ
を
罰
す
る
。

（
過
失
犯
）

第
六
条
　
過
失
に
よ
り
、
航
空
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
又

は
航
行
中
の
航
空
機
を
墜
落
さ
せ
、
転
覆
さ
せ
、
若
し

く
は
覆
没
さ
せ
、
若
し
く
は
破
壊
し
た
者
は
、
十
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
前
項
の
罪
を
犯
し
た
と

き
は
、
三
年
以
下
の
禁

こ錮
又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

（
国
外
犯
）

第
七
条
　
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
罪
は
、
刑
法
（
明

治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
例
に
従
う
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
民
間
航
空
の
安
全
に
対
す
る
不
法
な

行
為
の
防
止
に
関
す
る
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力

を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
一
月
二
九
日
法
律
第

八
二
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


